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事務委託、事務代替 

災害廃棄物は一般廃棄物に該当するため、市町が処理責任を有し、その発生量に対する処理能

力を確保して、処理を実施することとなります。 

しかし、壊滅的な被害により行政機能自体に影響があり、災害廃棄物の処理が困難な場合、市町

は処理可能な範囲まで処理を行うこととし、県が市町に代わって処理を行います。 

県は、発災後速やかに市町の被災状況等を把握し、県への事務委託、事務代替の意向を確認しま

す。県が市町に代わって処理を行う場合、県は、事務の委託（地方自治法 252 条の 14）又は事務の

代替執行（地方自治法 252 条の 16 の 2）に基づいて実施します。 
 

県の仮置場 

二次仮置場（県設置）では、可燃系混合物（木くず等）、不燃系混合物及び津波堆積物のラインを

基本とした破砕選別ラインを設置します。L1 の場合、600 トン／日処理できる破砕選別ラインを 16 ラ

イン設けることが見込まれます。 

また、既存焼却施設で処理能力が不足する場合には、仮設焼却炉を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 二次選別の手順例（可燃系混合物）
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図-9 二次選別の手順例（不燃系混合物） 

災害廃棄物処理特別対策  

可燃系
混合物

粗選別 ふるい
選別(1次)

手選別

破砕 可燃物

ふるい
選別(2次)

土砂類
（復興資材）

その他

金属,塩ビの除去








